
基本目標
Ⅰ

誰もが尊重される安心・安全なまちを築きます
●人権尊重と男女共同参画意識の向上
●あらゆる暴力の根絶

基本目標
Ⅱ

誰もが活躍できる環境づくりを応援します
●女性の活躍推進
●ワーク・ライフ・バランスの推進

基本目標
Ⅲ

女性の活躍で地域力を向上します
●地域における女性の参画促進
●意思決定過程における男女共同参画の推進

基本目標
Ⅳ

地域と協働して計画を進めます
●地域と協働した男女共同参画の推進
●着実な計画の推進

「第８期大田区男女共同参画推進プラン」（令和3～7年度）を策定しました「第８期大田区男女共同参画推進プラン」（令和3～7年度）を策定しました

男女共同参画のための情報誌「パステル」
　毎号「未来を描く 十人十色のハーモ
ニー」をテーマに各方面で活躍している
方のインタビューや特集記事を掲載し
ています。
　第１２５号(令和３年春号)の巻頭イン
タビューは、歌手で俳優の横山だいすけ
さんです。「こどもや家族」に関わる仕事
に対する思いをお聞きしました。
　特集記事は、「女性の多い職場・職種
で男性が輝くためには？」が
テーマです。区施設（図書館
など）で配布しています。
　ぜひ、ご覧ください。

　平成11年６月23日に「男女共同参画

社会基本法」が施行され、毎年６月23日～

29日を「男女共同参画週間」としています。

　内閣府では、令和３年度「男女共同参画

週間キャッチフレーズ」をユース世代から

募集し、「女だから、男だから、ではなく、私

だから、の時代へ。」に決まりました。

　性別に関わりなく、自らの個性や能力を

あらゆる分野で発揮できる「男女共同参画

社会」を実現するために、私たちにはどの

ようなことができるのか、生活のさまざまな

場面での男女共同参画について考えてみ

ませんか。

男女平等推進センター
（エセナおおた）で実施する
講座などの情報はこちら

６月２３日～６月２９日

「男女共同参画週間」

誰もが認め合い、笑顔つながるまち  おおた基本理念

　区では、男女共同参画社会の実現をめざして、第７期プランを継承すると
ともに、社会情勢の変化などによる新たな課題に対応するため、４つの基本
目標を設定しました。
　本プランには、「大田区配偶者からの暴力の防止及び被害者保護等のため
の計画」、「大田区女性の職業生活における活躍推進計画」も含んでいます。
　今後は、誰もが性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、共に考え、
支え合い、個人として尊重される男女共同参画社会の実現に向けた取り組み
を推進していきます。この推進には、区民の皆さんはじめ、地域団体・企業・
教育機関などと行政の連携が大切です。ご理解、ご協力をお願いします。
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表紙HPはコチラ

　「第８期大田区男女共
同参画推進プラン」は区
のＨＰのほか、区政情報
コーナー、エセナおおた
でも閲覧できます。

HPはコチラ

問合先　人権・男女平等推進課男女平等推進担当　☎ 5744－1610　FAX 5744－1556

HP　https://www.city.ota.tokyo.jp/
LINE　@otacity
Twitter　 @city_ota
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第８期大田区男女共同参画
推進プランの基本理念 誰もが認め合い、 笑顔つながるまち　おおた

～ひとりで悩まず、相談してみませんか～～ひとりで悩まず、相談してみませんか～

秘密厳守

相談無料

その他、人権・男女平等に関連する相談窓口

　

相談内容 相談先 電話・FAXなど 相談内容 相談先 電話・FAXなど

　

　

外国人のこと

多文化共生推進センター
東京法務局「外国人のための人権相談所」
（英語、中国語、ハングル、フィリピノ語、
ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、
スペイン語、インドネシア語及びタイ語）

☎6424－8822  FAX 5710－6330
☎0570－090－911

子どものこと

東京都品川児童相談所
（月～金・午前9時～午後5時）
（上記以外の時間帯）
東京法務局「子どもの人権110番」
東京都教育相談センター
　●いじめ相談ホットライン（24時間対応）
子ども家庭支援センター
　●総合相談
　●虐待通報専用ダイヤル
教育センター教育相談

（共通）

☎3474－5442  FAX 3474－5596

☎189（児童相談所全国共通ダイヤル）
☎0120－007－110
　
☎0120－53－8288

☎5753－7830  FAX 3763－0199  
☎5753－9924
☎5748－1201  FAX 5748－1390

高齢者のこと

大森地域福祉課
調布地域福祉課
蒲田地域福祉課
糀谷・羽田地域福祉課
高齢福祉課

☎5764－0658  FAX 5764－0659
☎3726－6031  FAX 3726－5070
☎5713－1508  FAX 5713－1509
☎3741－6525  FAX 6423－8838
☎5744－1250  FAX 5744－1522

セクシュアルハラスメント・
労働問題に関すること 東京都労働相談情報センター ☎0570－00－6110

男女平等に
関すること

東京法務局「女性の人権ホットライン」
東京ウィメンズプラザ「男性のための悩み相談」

☎0570－070－810
☎3400－5313

人権に
関すること

東京法務局「みんなの人権110番」
東京都人権プラザ

☎0570－003－110
☎6722－0124～5

性自認及び
性的指向に
関すること

Ｔｏｋｙｏ ＬＧＢＴ相談専門電話相談 ☎3812－3727

ひとりで
悩んでいる人 東京いのちの電話 ☎3264－4343

インターネット
被害のこと

東京法務局「みんなの人権110番」
警視庁サイバー犯罪対策課
東京都人権プラザ
こたエール
（こどものネット・スマホのトラブル相談）

☎0570－003－110
☎5805－1731
☎6722－0124
☎0120－1－78302

犯罪被害者のこと
（公社）被害者支援都民センター
警視庁犯罪被害者ホットライン

☎5287－3336
☎3597－7830

エイズのこと 東京都HIV／エイズ電話相談 ☎3227－3335

同和問題のこと 人権・男女平等推進課 ☎5744－1148  FAX 5744－1556

障がい者のこと

さぽーとぴあ（障がい者総合サポートセンター）
　●相談支援部門
　●大田区障害者虐待防止センター
大森地域福祉課
調布地域福祉課
蒲田地域福祉課
糀谷・羽田地域福祉課
障害福祉課
東京都立中部総合精神保健福祉センター

（共通）
☎5728－9433  FAX 5728－9437
☎6303－8819
☎5764－0657  FAX 5764－0659
☎3726－2181  FAX 3726－5070
☎5713－1504  FAX 5713－1509
☎3743－4281  FAX 6423－8838
☎5744－1700  FAX 5744－1555
☎3302－7711

新型コロナウイルス感染症の影響で、
在宅勤務などで家にいる時間が増加したことによるストレスに加えて、

生活への不安などから、問題を抱えている方が増えています。お気軽に相談ください。

●●● 大田区配偶者暴力相談支援センター ●●●

※受付は30分前まで ※年末年始を除く

火・木曜 午後１時～４時
月・金曜 午前10時～午後1時

水曜 午後６時～９時
土曜 午後１時～７時

　女性のさまざまな悩みについて女性相談員が
お受けします。面接相談には、予約が必要です。

女性のためのたんぽぽ相談DV相談ダイヤル
　男性のさまざまな悩みについて男性相談
員がお受けします。

男性相談ダイヤル

受付時間  午前８時３０分～午後５時（土・日曜、祝日、年末年始を除く）
大森 ☎５８４３－１０２８
調布 ☎３７２６－０７９１

蒲田 ☎６７１５－８８００
糀谷・羽田 ☎３７４１－６５２１

お住まいの
地域を担当する
生活福祉課

第2・4金曜 午後５時～８時
※受付は30分前まで ※祝日、年末年始を除く

月～金曜 午前９時～午後５時
※土・日曜、祝日、年末年始を除く

☎ ６４２３－０５０２

　配偶者暴力(ドメスティック・バイオレンス)
に関する相談をお受けします。

☎ ６４０４－６０２０ ☎ ３７６６－６５８１

　世界経済フォーラム（ＷＥＦ）が、各国における男女格差を測るジェンダー・ギャップ指数2021を公表
しました。この指数は、「経済」「政治」「教育」「健康」の4分野のデータから作成され、０が完全不平等、
１が完全平等を示します。
　日本の総合スコアは0.656で、順位は156か国中120位となり、先進国の中で最低レベルでした。
日本の分野別スコアは、「経済0.604」、「政治0.061」、「教育0.983」、「健康0.973」で、特に政治分
野で女性の参加割合が低いなど、ジェンダー平等への取り組みが遅れていることがわかります。
　政治分野の取り組みとして上位各国では、一定の割合で女性を登用するクオータ制を用いる国が
増えています。一方、日本では「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」で、選挙にお
いての男女の候補者の数ができる限り均等になることを目指すと定めています。
　こうした状況を踏まえ、区では審議会等における女性委員の割合の目標値を４０％と設定し、目標
達成を目指すなど、男女共同参画に一層取り組んでいきます。

ジェンダー・ギャップ指数2021ジェンダー・ギャップ指数2021

ジェンダー・ギャップ指数2021
上位国と日本の順位

順位       国名    値
  １ アイスランド 0.892
  ２ フィンランド 0.861
  ３ ノルウェー 0.849
  ４ ニュージーランド 0.840
  ５ スウェーデン 0.823

１２０ 日本 0.656
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